
 

 

 

小田急グループ サステナブル サプライチェーン方針 

 

小田急電鉄および当社グループでは、グループ経営理念に『お客さまの「かけがえのない時間

（とき）」と「ゆたかなくらし」の実現に貢献します』を掲げています。既成概念に捉われず常に

挑戦を続け、お客さまの体験や環境負荷の低減など地域に新しい価値を創造していく企業へと進

化を遂げ、社会全体の持続性に配慮しながら、事業を通じて新たな顧客価値を提供し、持続可能

性を高め続けるサステナビリティ経営を推進しております。 

この経営理念に基づき、当社および当社グループは、サプライチェーン全体を通じ、国内外にお

ける調達活動を含めた取引全般において、お客さまの安全・安心が確保され、各種法令等が遵守

されているとともに、高い品質、公正な価格、納期の遵守、人権への配慮がなされていることに

加え、「小田急グループ カーボンニュートラル２０５０」に資する環境配慮の製品・部材等の優

先的購入（グリーン調達）を推進してまいります。 

本方針は、当社および当社グループが向き合う６つのマテリアリティ（重要テーマ）を踏まえた

サステナブルな企業活動を実践していくため、遵守すべき事項や基本的考えを定めたものです。 

 

 

適用範囲 

本方針は、当社および当社グループの事業において調達・提供される全ての商品・サービ

ス・原材料に関わるお取引先さまを含めたサプライチェーン全体に適用されます。 

 

 

遵守事項 

１ 安全・安心の確保 

 （１）商品・サービス等の安全性の確保 

お客さまへ「上質と感動」を提供するためには、安全性の確保は大前提となります。安全を

第一とし、お客さまや社会から安心・信頼していただける商品・サービス等の永続的かつ安

定的な調達・提供に努めます。 

 

（２）品質の確保 

商品・サービス等そのものに限らず、提供後や不具合が生じた際のアフターケアも含め、全て 

の場面において高い品質の確保に努めます。そのうえで変化し続ける市場やお客さまの声に応 

じて、品質・性能等の向上を追求し、社会から長きにわたり安心・信頼していただける商品・ 

サービス等の調達・提供に努めます。 

 

（３）公正な価格、納期厳守でのお取引 

公正な価格の追求、ライフサイクルコストの低減等、「上質と感動」に資する商品・サービス 

等の調達・提供に努めます。また、お客さまへ提供する商品・サービス等に不可欠な部品・材 

料等を永続的かつ安定的に供給でき、納期や期限を遵守することをお取引先さまに幅広く求め 



ていきます。 

 

（４）ＢＣＰの構築 

 災害や不測の事態に備え、事業継続計画（ＢＣＰ：Business Continuity Planning）を整備し 

ます。 

 

２ 各種法令等の遵守と腐敗防止 

（１） 法令・社会規範遵守 

   日本国および事業活動を行う現地の法令（その他適用されうる全ての規則を含む）を遵守し、 

社会規範や企業倫理を理解のうえ、良識と責任をもって行動します。 

 

（２） 公平・公正の追求 

 公平・公正・透明・自由な競争および適正な取引を実施し、これらを阻害する行為は行いませ 

ん。 

 

（３） 腐敗行為の防止 

 不適切な利益や不当な優遇措置を目的とした取引関係者、政治家、公務員等に対し、社会通念 

の範囲を超える接待、便益や金銭等の授受、供与等を防止します。また、贈収賄、利益相反、 

横領、利益供与の強要、不正入札等、自己または第三者の職務上の権力や地位を濫用する等の 

腐敗行為の一切を認めず、また行いません。また、腐敗行為が行われないための仕組みづくり 

に努めます。 

 

（４）反社会的勢力との断絶 

秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体と一切関わりを持たず、不当な要求に対し 

ては毅然とした態度で対応します。 

 

（５）知的財産権の保護 

自社が保有または自社に帰属する知的財産権（特許権や実用新案権、育成者権、意匠権、著作 

権、商標権その他の知的財産について、法令で定められた権利または法律上保護される利益を 

得る権利）が第三者に侵害されないよう保護し、第三者に帰属する知的財産権を尊重します。 

 

（６）内部通報・相談制度の構築と報復行為の禁止 

コンプライアンス上の問題や、人権・ハラスメント等の被害を受けた者が安全に報告・相談で 

きる体制を構築します。また、通報・相談に関連する個人情報は秘密として厳重に管理すると 

ともに、通報・相談したことを理由に報復等の不利益を被らないよう適切な措置を講じます。 

 

３ 人権尊重と労働環境への配慮 

当社および小田急グループが掲げる「人権方針」に基づき、以下を遵守いたします。 

 

（１）人権の尊重と人権侵害への加担の回避 

個人の人権を尊重した事業活動を行い、その活動を行う地域住民の方々の文化、風習、民族 

性、コミュニティ等も尊重します。また、事業活動が、第三者による人権侵害に関与しないよ 



う十分配慮します。 

 

（２）差別の排除と社会的弱者・少数派の権利の尊重 

国籍、人種、年齢、性別および性自認ならびに性的指向、政治的見解、宗教、思想信条、妊 

娠、配偶者有無、障がい有無等による差別行為や個人の尊厳を損なう言動は排除し、雇用や就 

業における機会の均等を損なわないようにします。また、社会的弱者および社会的少数者（マ 

イノリティ）の権利を尊重します。 

 

（３）ハラスメントの禁止 

身体的・精神的な虐待や様々な嫌がらせ等の一切のハラスメントを禁止し、また、そのような 

言動を一切容認しません。 

 

（４）強制労働の禁止 

自由な意思を尊重し、本人の意に反する強制労働を行いません。また、債務労働や人身取引も 

認めません。 

 

（５）児童労働の禁止 

最低就業年齢に満たない児童に労働をさせません。また、１８未満の者を危険有害労働に従事 

させません。 

 

（６）結社の自由と団体交渉権、その他労働者の権利の尊重 

労働環境や賃金水準等について労使間協議を実現する手段としての団結権および団体交渉権、 

その他労働者の権利を尊重します。 

 

（７）適切な労働時間等の管理 

現地法令に基づき、労働時間や休日・休暇の付与等、適正な管理を行い、違法な長時間労働は 

させません。 

 

（８）適正な賃金の支払い 

現地法令に基づき、不当な賃金減額は行わず、最低賃金、時間外労働、法定給付を含む全ての 

賃金関連法令等を遵守したうえで、適正に賃金を支払います。 

 

（９）安全・衛生の対策 

安全確保のための点検や必要なルールづくり等、適切な安全対策を行い、身体的負荷のある作 

業や健康に被害を及ぼす作業については特定し、研修や保護具を提供する等の対策を行うな 

ど、安全で衛生的かつ健全に就労できる職場環境を確保し、労働災害や職業的疾病の予防に努 

めます。 

 

４ 環境への配慮 

当社および小田急グループが掲げる「小田急グループ カーボンニュートラル２０５０」に基 

づき以下を推進してまいります。 

 



（１）脱炭素社会の実現 

事業活動のみならず商品・サービス等のライフサイクルにおいて、エネルギー使用量、二酸化 

炭素等の温室効果ガス排出量、その他資源利用に伴う環境負荷量の把握に努めます。環境に関 

する情報を積極的かつ適切に公開・開示するとともに環境や人の健康への影響を十分考慮し、 

排出削減と再生可能エネルギーの活用・創発を進め、エネルギーの効率的な利用を図ります。 

また、商品・サービス等の製造時および使用時、施工時においては、石油・電力などの資源・ 

エネルギー消費が従来よりも少ない省資源・省エネルギー製品を優先的に採用します。 

 

（２）資源循環社会の実現 

廃棄物の適正処分を行うとともに、資源のリデュース（削減）、リユース（再利用）、リサイク 

ル（再資源化）の３Ｒを前提に廃棄物の削減に取り組み、以下のグリーン調達を推進します。 

 

①  長期使用可能製品の採用 

耐久性、修理・部品交換の容易性等、保守・修理サービスの充実度や期間の長さを考慮し、 

長期間の使用が可能な製品を優先的に購入します。 

 

②  リサイクル製品の採用 

再生素材や再使用部品が多く利用された製品を優先的に購入し、循環型社会の構築に努めま 

す。 

 

③  リユース・リサイクルの推進 

不用になった際は分別徹底等により、再使用、再利用に積極的に努めます。 

 

④  廃棄時の適正な処理・処分の容易性 

可燃・不燃性材料の分解性、有害物質の分別除去の容易性、焼却施設や埋立処分場への負荷

などに配慮して設計されている製品を購入します。 

    

（３）自然保全と活用（生物多様性に関する取り組み） 

生物多様性を尊重し、周辺環境（森・里・川・海）や生態系への影響や負荷を考慮した事業活 

動を行います。大気・水質・土壌等の汚染を防止し、化学物質を適切に管理し、汚染物質の排 

出防止に努め、また、水資源の効率的な利用に取り組み、事業活動に伴い使用される水資源の 

保全を考慮し、有害排水を防止するなど、貴重な自然資源の保全活動を推進します。 

 

５ 適切な情報の管理 

（１）商品・サービス等に関わる情報の適時適切な開示 

商品・サービス等に関する説明等は、特に要否の判断に影響を与える重要な事柄や非常事態発 

生時については、正確かつ理解が得られるよう真摯に努めます。 

 

（２）情報漏洩の防止 

開示情報と守秘情報を明確に認識・把握し、適切な情報管理を行います。個人情報やプライバ 

シー情報、機密情報等、取り扱う情報を保護し、情報漏洩を防ぐため、適切な情報管理体制を 

整備します。 



 

６ ビジネスパートナーとの信頼関係構築 

お取引先さまとのコミュニケーションをさらに活性化させ、積み上げた信頼のもとで、お客さ 

まに「上質と感動」を提供するパートナーとして、持続的かつ強固なサプライチェーンの構築 

に共に取り組み、ともに成長を目指してまいります。 
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